
・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

拡充

健康センターを拠点に、健康教育、健康相談や健(検)診、リハビリテーションなどの各種保健サー
ビスの充実に努めます。

【施策の体系】

健康づくりの推進 ①健康づくり活動への総合的支援の展開

１  生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

　１－１　　生涯健康づくりを推進する

　１）健康づくりの推進

市民一人ひとりの主体的な健康づくりを推進するため、健康うらやす21に基づき、生活習慣病予
防など疾病の発生を予防する「一次予防」を重視した環境づくりを推進します。

②保健サービスの充実

③心の健康づくりの推進

④感染症対策、食品安全衛生対策の充実

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

保健サービスの
充実

総合健康診査事業
（健康増進課）

16年10月を目途に受診回数を月１回増
やし、年間約240人の受診者の拡大と疾
病の早期発見・早期治療を図る。

計画事業費   152百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

健康づくり活動へ
の総合的支援の
展開

健康うらやす２１計画
推進事業
（健康増進課）

「健康うらやす21」の推進のために推進委員会を設置し、計画の推進状況
やその成果をとりまとめ、得られた課題等を次年度以降の取り組みに反映さ
せ計画の推進を図る。

乳がん・前立腺がん検
診事業
（健康増進課）

乳がん検査については、これまでの視触診のみの検査からマンモグラ
フィー検査などを実施し、検診の精度向上を図る。また、５０歳から７０歳未
満の男性を対象に前立腺がん検診の実施に向けて取り組む。

成人歯科検診事業
（健康増進課）

16年度に検討委員会を立ち上げ、17年度より国の定めた年齢で歯周病健
診を含めた成人歯周病健診として実施するよう取り組む。

保健サービスの
充実

Ⅱ　施策体系別計画
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

用地取得

　２）地域医療体制の確立

市民が安心して家庭や身近なところで適切な医療サービスを受けられるよう、在宅医療に対する
支援や訪問看護ステーションなどの運営を推進します。

浦安市川市民病院が地域医療を担う、より機能性の高い病院となるよう、市川市と連携を図りなが
ら再整備を促進します。

医師会などと連携して今後も急病診療所等の運営を推進するとともに、救急救命士の養成など、
救急搬送体制の確保に努めます。

②献血･臓器提供などの意識啓発の推進

【施策の体系】

地域医療体制の確立 ①体系的な医療体制の整備

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

体系的な医療体
制の整備

浦安市川市民病院整
備事業
(健康増進課）

地域医療の核としての市民病院の再整
備を市川市と連携を図りながら進めま
す。

計画事業費　－　　　　　　

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

体系的な医療体
制の充実

訪問看護ステーション
事業
（高齢者支援課）

要介護認定を受けた方や心身障害者、難病疾患等で療養生活を送ってい
る方を対象に、看護師が各家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて、症状
に応じた適切な看護計画を立て、医療処置管理や家族指導を行い、家庭
においてより安定した療養生活がおくれるよう支援する。

在宅医療支援事業
（高齢者支援課）

在宅療養の市民に対し、医師がグループになり、主治医が不在でも他の医
師に往診してもらえるよう、「グループ診療」による訪問診療を実施する。

寝たきり老人歯科診療
事業
（高齢者支援課）

65歳以上の在宅療養者で歯科医院への通院が困難な方に対して、歯科医
師、保健師、歯科衛生士等が居宅を訪問して歯科診療を行う。

急病診療所等運営事
業
（健康増進課）

休日や夜間等の救急患者の初期診療や応急処置のため、医師会、歯科医
師会、薬剤師会の協力を得て急病診療所、休日救急等歯科診療所の運営
を行う。また、急病診療所では処置できない特別の診療科目や検査等が必
要な患者のために待機病院等を設けるなど救急医療に対応できるよう取り
組む。
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・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

調査 策定

調査

開設

　１－２　　やさしさと思いやりのある福祉を推進する

　１）在宅福祉の推進

介護予防や介護サービスの実態調査を行いながら、18年度を初年度とする第３期介護保険事業
計画及び老人保健福祉計画を策定し、高齢者にかかわる保健福祉の総合的な施策の推進と介
護保険事業の円滑な運営を行います。

多様な主体によるサービス供給量の確保や質の高いサービス提供に努めながら、ケアマネージメ
ント体制や相談体制を充実し、高齢者や障害をもつ人の在宅サービスを充実します。

高齢者や障害をもつ人が在宅で無理なく、安全に生活できるよう、居住環境の改善などを支援す
るとともに、市営住宅整備のなかで、障害をもつ人や高齢者世帯にも配慮した住宅供給を行いま
す。

在宅での生活を支える施設サービスを充実するため、民設民営による介護保険施設等の建設に
対して補助を行い、介護老人保健施設100床等の整備を促進するとともに、相談員の派遣や高洲
地区の既存の特別養護老人ホームの改修を行います。

仮称浦安駅前子ども・高齢者施設内に老人デイサービスセンターを建設することにより公設のデ
イサービスセンターが３ヶ所から４ヶ所となり、全体で年間36,400回のデイサービスの供給が可能と
なります。

【施策の体系】

在宅福祉の推進 ①きめ細かで総合的な在宅サービスの推進

②在宅生活の基盤となる住まいの充実

③在宅での生活を支える施設サービスの充実

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

きめ細かで総合
的な在宅サービ
スの推進

【再掲】
第３期介護保険事業・
老人保健福祉計画策
定事業
（介護保険課）
（高齢者支援課）

18年度から22年度を計画期間とする第３
期介護保険事業計画と老人保健福祉計
画を一体的に策定する。

介護保険給付費適正
化特別対策事業
（介護保険課）

市内のグループホームやカーサ・デ・か
んぽの特定施設の入居者400人を対象
に、認定・サービス利用・給付実績の状
況、施設における介護予防・リハビリ・介
護サービスの実態などを調査、分析した
上で、介護予防や要介護度改善に向け
た方策を検討する。

在宅での生活を
支える施設サー
ビスの充実

新浦安駅前複合施設
整備事業[在宅介護支
援センター]
（高齢者支援課）

要援護高齢者等に対する相談体制を充
実するため新浦安駅前の複合施設内に
在宅介護支援センターを整備する。
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平成16年度 平成17年度 平成18年度

基本設計

実施設計
工事

補助 補助

建設

開設

介護相談
員の募集・
研修

派遣

派遣 派遣

整備構想

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

在宅での生活を
支える施設サー
ビスの充実

既存特別養護老人
ホーム等大型改修事
業
（高齢者支援課）

高洲地区の特別養護老人ホーム前面に
建設する介護老人保健施設等の18年度
開設にあわせ、既存の特養施設との連
絡通路など必要な施設の整備を行う。

介護保険施設等建設
事業
（高齢者支援課）

高洲地区の特別養護老人ホームの前面
に建設する民設民営による介護老人保
健施設100床等に対して建設補助を行
う。

仮称浦安駅前子ども・
高齢者施設建設事業
［老人デイサービス］
（高齢者支援課）

旧地区保健センター跡地に16年11月の
開設を目指して保育園と併設する老人
デイサービスセンターを建設する。

介護相談員派遣等事
業
（介護保険課）

16年度において介護相談員を募集し、４
人の相談員を養成する。市内外の介護
サービス利用者や特別養護老人ホー
ム、老人保健施設の入所者から要望や
苦情を聴き、その情報をもとに市から事
業者に改善を要望していく。

やすらぎの街整備構
想策定事業
（高齢者支援課）

今後、高齢者や障害者が安心してくらし
ていける保健・福祉の拠点づくりを進め
ていくため、施設構成や対象者、候補予
定地と開発面積などについて検討を行
い、整備構想を策定する。

計画事業費　1,480百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

在宅介護支援センター
運営事業
（高齢者支援課）

身近な場所での高齢者の介護にかかわる相談や各種保健サービスの提供
を行うため、これまで、基幹型支援センターを猫実地区に、また、地域型支
援センターを高洲、富士見、当代島地区に整備してきたが、今後も相談業
務の充実を図る。

きめ細かで総合
的な在宅サービ
スの推進

高齢者在宅生活支援
事業
（高齢者支援課）

高齢者の在宅生活を支援するため、要介護高齢者寝具乾燥消毒サービス
やPHSを利用した徘徊探索サービスを利用する方に対して利用料などの一
部を助成する。また、６５歳以上で食事の調理が困難な方のうち、同居者や
扶養義務者から食事の提供を受けられない方を対象に夕食を配達する給
食サービス事業を行う。

高齢者日常生活支援
事業
（高齢者支援課）

高齢者の日常生活を支援するため、はり、きゅう、マッサージ等の費用助成
や緊急通報電話の貸与等の給付を行う。

高齢者在宅介護支援
事業
（高齢者支援課）

在宅介護を支援するため、ホームヘルパーの派遣やショートステイ等への
送迎サービス、紙おむつの給付、出張理髪サービスなどを行う。なお、送迎
サービスにおいては今後民間事業者の進出動向を踏まえ、サービスのあり
方を検討する。
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障害者生活支援事業
（障害福祉課）

在宅の障害者に対して、ホームヘルパー等の在宅福祉サービスの利用援
助や授産施設等の社会資源の活用と社会生活力を高めるための支援、ピ
アカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行う。

障害者在宅介護支援
事業
（障害福祉課）

障害者の在宅介護を支援するため、ホームヘルプサービスやショートステ
イ、紙おむつの給付、出張理髪サービスなどを行う。

安心介護支援事業
（高齢者支援課）

介護保険法や身体障害者福祉法に該当せず、悪性新生物により在宅療養
をしている方に対して特殊寝台(介護ベット)のリース代の助成を行う。

在宅生活の基盤
となる住まいの充
実

住宅改修費助成事業
（障害福祉課）
（高齢者支援課）

介護を必要とする６歳以上66歳未満の重度の身体障害者もしくは65歳以上
の要支援・要介護認定の申請者で介助を要する高齢者が、住宅を改造する
場合、その費用の一部を助成する。

きめ細かで総合
的な在宅サービ
スの推進

重度身体障害者日常
生活用具給付事業
（障害福祉課）

在宅の重度身体障害者に対して浴槽、ベッド等の日常生活用具の給付、取
り付け工事に要する費用の助成並びに用具の貸与を行う。

ストマ用装具費用支援
事業
（障害福祉課）

ストマ造設者に対してストマ用装具の購入に要する費用の一部を助成する。

在宅での生活を
支える施設サー
ビスの充実

障害者福祉センター運
営事業
（障害福祉課）

在宅障害者の自立生活を支える事業の拠点として、知的障害者通所更生・
授産施設、知的障害者デイサービスセンター、福祉作業所、障害者等一時
ケアセンターの機能をもつ障害者福祉センターの充実に努める。

事業名
（担当課）

事業概要施策の内容
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・

・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

策定

推進

拡充

推進

拡充

推進

拡充

用地取得

建設
開園

設計
建設

開園

　２）子ども・子育て家庭の支援

次世代育成支援対策推進法の制定を受けて、本市における子育ての実態や青少年の意識など
を調査し、子育て支援や青少年の健全育成に資する中・長期の施策を展開するため、15年度から
引き続き、仮称子育て支援総合計画を策定します。

子育てに対する悩みや不安に適切に対応するため、子育て支援センターやつどいの広場などの
地域の身近なところでの相談体制や情報提供の場の整備を進めます。

保育園の待機児童解消に向けて、緊急保育５ヵ年計画に基づき、民間活用を図りながら、公立保
育所を３ヶ所、私立保育園を２ヶ所整備し、550人の保育を確保します。また、時間外保育や一時
保育、地域の子育て支援施策の充実に努めます。

共働きなどで留守となる家庭の子どもに、適切な遊びや生活の場を提供するため、新町地区の学
校整備などとあわせて児童育成クラブを６ヶ所整備します。

児童虐待やドメスティック・バイオレンスなどの問題に適切に対応するため、こども家庭支援セン
ターの専門的な相談・指導体制の充実を図るとともに、母子家庭への就労支援事業の充実や母
子家庭や父子家庭など、ひとり親家庭に対してホームヘルパーを派遣します。

【施策の体系】

子ども・子育て家庭へ
の支援

①子ども・子育て家庭への総合的支援の展開

②子育て支援施策の推進

計画内容

③保育サービスの充実

④放課後の子どもへの支援

⑤援護を必要とする子どもや家庭への支援

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

保育サービスの
充実

仮称浦安市立第10保
育園等建設事業
（子育て家庭課）

法務局跡地において児童育成クラブを
併設する仮称第10保育園を17年４月に
建設する。
・保育室（定員110人）

幼稚園転用保育園改
修事業
（子育て家庭課）

入船北幼稚園を改修し、17年度中に保
育園として開園する。
・保育室（定員１１０人）

子育て支援施策
の推進

子ども・子育て家
庭への総合的支
援の展開

地域の子育て支援や地域の幼児や保護
者の交流を支援するため、市立幼稚園
を地域に開放する子育てすこやか広場
推進事業を拡充する。

仮称子育て支援総合
計画策定事業
（子育て家庭課）

幼稚園が地域における子育て支援や交流の場となるよう、市立幼稚園を地域に開放する子育て
すこやか広場事業について、現状の年間約200回を倍増し約450回に拡大します。

子育て支援や青少年の健全育成に資す
る中長期の施策を展開するため、16年
度において計画策定を行う。

子育てすこやか広場
推進事業
（指導課）
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平成16年度 平成17年度 平成18年度

建設

開園

建設補助

用地整備
開園

開園

建設 開所

設計 建設 開所

設計 建設 開所

建設 開所

建設 開所

建設

開所

仮称浦安駅前子ども・
高齢者施設建設事業
[保育所]
（子育て家庭課）

旧地区保健センター跡地において老人
デイサービスセンタ－を併設する保育所
を16年11月に開設する。
・保育室（定員60人）
・一時保育
・子育て支援センター

保育サービスの
充実

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

私立保育所建設支援
事業［富士見地区］
（子育て家庭課）

17年４月に開園予定の私立保育園に対
し16年度、用地整備と建設補助を行う。
・保育室（定員120名）
・一時預かり保育室
・子育て支援センター

新浦安駅前複合施設
建設事業[私立保育
所]
（子育て家庭課）

新浦安駅前の複合施設内において、私
立保育園を18年に開園する。
・保育室（定員150人）
・一時保育
・子育て支援センター

放課後の子ども
への支援

第15小学校地区児童
育成クラブ施設建設事
業
（子育て家庭課）

第15小学校の開校にあわせて学校敷地
内に建設する。

・定員120名

第16小学校地区児童
育成クラブ施設建設事
業
（子育て家庭課）

第16小学校の開校にあわせて学校敷地
内に建設する。

・定員80名

第17小学校地区児童
育成クラブ施設建設事
業
（子育て家庭課）

第17小学校の開校にあわせて学校敷地
内に建設する。

・定員80名

東小学校地区児童育
成クラブ北栄分室建設
事業
（子育て家庭課）

17年４月に法務局跡地において保育園
を併設する東小学校児童育成クラブ北
栄分室を建設する。

・定員90名

北部小学校地区児童
育成クラブ分室建設事
業
（子育て家庭課）

北部小学校体育館隣接地に児童育成ク
ラブ分室を建設する。

・定員70名

見明川小学校地区児
童育成クラブ施設建設
事業
（子育て家庭課）

見明川小学校地区児童育成クラブを学
校敷地内に移設する。
・定員65名

計画事業費　3,122百万円
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仮称地域・学校保健連
絡協議会運営事業
（健康増進課）

子育て支援施策
の推進

子どもの健康づくりの基礎となる「食育」「歯の健康」「命と性の教育」などに
ついて、乳幼児期から学齢期まで家庭､学校および行政の連携のもと相談､
指導をはじめとした支援体制の充実を図る。

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

子育て支援センター運
営事業
（子育て家庭課）

地域全体で子育て支援を推進し、育児支援や子どもの健全育成を図るた
め、就学前の子育て世帯の集いの場や交流、遊び、情報交換などの場を提
供し子育て家庭への支援を行うとともに、参加機会の拡充を図る。

つどいの広場運営助
成事業
（子育て家庭課）

子育てに不安や悩みを抱える親などが気軽に集え、子育ての負担感や育
児不安の解消を図り、子育てに関する地域ぐるみでの社会的支援の充実を
図るため、旧濱野医院においてＮＰＯ法人による運営を行う。

仕事と家庭両立支援
事業
（子育て家庭課）

子どもを育てる市民の環境と児童福祉の向上を図るため、子育ての援助を
受けたい人及び援助を行いたい人によって組織するファミリー･サポート･セ
ンターを浦安市社会福祉協議会に委託し運営する。

子育てサポート事業
（子育て家庭課）

就学前の子育て世帯への子育て支援事業として、産後や保護者が病気な
どの時に家事や保育の手助けをするエンゼルヘルプサービスを実施する。

保育サービスの
充実

乳幼児等健康支援一
時預かり事業
（子育て家庭課）

就労や諸事情により家庭での保育が困難な病後児の保育を一時的に行
い、保護者の就労を支援する。

保育園一時保育預か
り事業
（子育て家庭課）

パート就労などの短時間保育や保護者の疾病、出産等やむを得ない理由
により保育に欠ける子どもを東野、高洲保育園などで一時保育する。

産休あけ時間外保育
事業
（子育て家庭課）

生後57日から４ヵ月までの入園児に対して時間外保育を行う。

援護を必要とす
る子どもや家庭
への支援

こども家庭支援セン
ター運営事業
（子育て家庭課）

地域で安心して子育てができる環境づくりや児童虐待の防止などを目的
に、子どもと家庭に関する様々な問題に総合的に対応するため、月曜から
土曜まで家庭と児童の相談や母子･婦人相談を行うとともに、児童虐待の対
応を強化するため、ファミリーソーシャルワークを実施する。また、母子家庭
を対象としたパソコン教室等の就労支援事業を行う。

母子家庭等生活支援
事業
（子育て家庭課）

小学生以下の子どものいるひとり親（母子家庭や父子家庭など）の方が日常
生活において援助が必要となった場合にホームヘルパーを派遣する。
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・

・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

建設

設計 建設

開設

精神障害
者地域生
活支援セ
ンターへ
移行

補助 補助 補助

障害者や高齢者が自立し主体的に就労できる場として、千鳥地区の余熱利用施設用地を対象に
施設のあり方について検討します。

【施策の体系】

　３）自立･社会参加の促進

高齢者や障害をもつ人が地域のなかで生き生きと生活できるよう、様々な活動機会の充実を図る
とともに、社会参加を促進します。

地域の高齢者のコミュニティ活動の拠点として相互交流や自主的な活動を促進するため、老人ク
ラブ施設を２ヶ所建設します。

精神障害者が地域で自立した生活を営み、また社会復帰を促進できるよう、デイケア事業とあわ
せて精神障害者共同作業所を設置します。またその後、内容の充実化をはかり「憩い･交流の場」
「就労訓練･福祉的就労の場」「生活相談の場」として障害者地域生活支援センターへ移行しま
す。

障害者福祉センターが開設し、自立生活を支える基幹的な拠点施設は整備されましたが、さらに
軽度の障害者の就労の場として、民間の団体等が運営する心身障害者小規模福祉作業所に対
して運営補助を行います。

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

社会参加を通じ
た高齢者の生き
がいづくり

当代島第５老人クラブ
施設建設事業
（高齢者支援課）

15年度に実施設計を完了、16年度に建
設を行う。

京成サンコーポ渚会
老人クラブ施設建設事
業
（高齢者支援課）

16年度に実施設計を行い、17年度に建
設を行う。

心身障害者小規模福
祉作業所運営支援事
業
（障害福祉課）

民間の団体等が運営する心身小規模作
業所に対して運営補助を行う。

障害をもつ人の
自立・社会参加
への支援

精神障害者共同作業
所等整備事業
（障害福祉課）

旧第２福祉作業所を転用し、精神障害
者社会復帰施設「精神障害者共同作業
所」として開設し、作業訓練等を実施す
る。その後内容の充実、運営体制の整
備を図り、17年度に精神障害者地域生
活支援センターへ移行する。

計画内容

自立･社会参加の促進 ①社会参加機会の充実

②社会参加を通じた高齢者の生きがいづくり

③障害をもつ人の自立・社会参加への支援
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平成16年度 平成17年度 平成18年度

構想策定

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

障害をもつ人の
自立・社会参加
への支援

障害者等就労支援施
設整備構想策定事業
（障害福祉課）

千鳥地区の余熱利用施設用地において
施設のあり方などについて検討を行う。

計画事業費　205百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

社会参加を通じ
た高齢者の生き
がいづくり

浦安市老人クラブ・老
人クラブ連合会運営費
補助事業
（高齢者支援課）

老人福祉の充実と振興を図るため、老人クラブ連合会及び各地区の単位老
人クラブに指導･育成を行うとともに活動を支援する。

老人福祉センター運営
事業
（高齢者支援課）

高齢者を対象に教養の向上、レクリエーション等の場を提供し、高齢者の心
身の健康の増進を図るため、老人福祉センターの運営を行う。

シルバー人材センター
支援事業
（高齢者支援課）

生きがいの充実や社会参加促進など、高齢者の就業機会の確保を業務と
して設立したシルバー人材センターの安定した運営を図るため助成を行う。

障害をもつ人の
自立･社会参加
への促進

知的障害者職親委託
事業
（障害福祉課）

知的障害者を雇用する事業者に対して、その訓練費用を委託することによ
り、知的障害者の就労を促進する。
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

整備 運用 運用

調査 策定

　４）生活支援制度の充実

生活に困窮する世帯が、健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう、個々の世帯の実情に応
じた適正な保護を行うとともに、被（要）保護世帯の自立助長が図れるよう、相談・指導体制の充実
に努めます。

国民健康保険制度の健全な運営を図るため、健康づくり施策を推進しながら医療費の適正化に
努めるとともに、加入者の利便性を考慮し、コンビニエンスストアでの収納を可能にするなど、収納
体制の整備を進めます。

介護保険制度の円滑な運営を図るため、給付サービスの利用状況や要介護者の状況などを踏ま
え、介護保険事業計画及び老人保健福祉計画を見直すとともに、民間事業者の参入促進やサー
ビス利用に関する相談体制の充実に努めます。

【施策の体系】

生活支援制度の充実 ①適切な援護の推進

②国民年金制度の推進

③国民健康保険制度の健全運営の推進

④介護保険制度の円滑な運営の推進

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

国民健康保険制
度の健全運営の
推進

【再掲】
コンビニ収納事業
（収税課）
（国保年金課）

納税機会を拡大するため、市民等がコン
ビニエンスストアからも納税できるよう、納
付書の記載内容を追加するプログラム
修正などを行う。

介護保険制度の
円滑な運営の推
進

第３期介護保険事業・
老人保健福祉計画策
定事業
（介護保険課）
（高齢者支援課）

18年度から22年度を計画期間とする第３
期介護保険事業計画と老人保健福祉計
画を一体的に策定する。

計画事業費　10百万円
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・

・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

策定

検討委員
会

第三者評
価

民間団体などの
育成･支援

社会福祉協議会支援
事業
（社会福祉課）

地域福祉事業の中心的担い手である社会福祉協議会の福祉活動を支援
することにより、地域における福祉の充実を図る。

計画事業費　22百万円

【主要事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
事業概要

地域ぐるみでの
福祉の推進

地域福祉計画策定事
業
（社会福祉課）

児童、障害者、高齢者などの福祉３分野
をはじめ福祉関連計画を内包する総合
的な計画として地域福祉計画を15年度
から継続して策定する。

福祉サービスに係る評
価事業
（社会福祉課）

15年度の保育園、介護などのサービス
事業者の自己評価に続き、16年度では
サービス利用者による評価を行い、17年
度に第三者評価を実施する。

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

計画内容

地域福祉の推進 ①地域ぐるみでの福祉の推進

②民間団体などの育成・支援

福祉サービスの質の向上及び利用希望者への適切な情報提供を行うため、福祉サービスに係る
評価事業を行います。

地域福祉の推進役として中核的な役割を担っていけるよう、社会福祉協議会が取り組む支部単位
のきめ細かな福祉活動を支援します。

【施策の体系】

　１－３　　相互に支えあう福祉の基礎をつくる

　１）地域福祉の推進

市民一人ひとりの福祉に対する意識の高揚に努めるとともに、地域の身近な窓口としてきめ細や
かな活動を展開している民生委員児童委員、母子福祉推進員、ボランティアやＮＰＯなど市民の
主体的な福祉活動を促進します。

児童、障害者、高齢者などの福祉３分野をはじめ福祉関連計画を内包する総合的な計画として地
域福祉計画を策定します。
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・

・

・

平成16年度 平成17年度 平成18年度

事業計画
の策定

整備
（美浜・入
船地区）

整備
（富岡地
区）

整備
（富岡・弁
天地区）

都市空間のバリ
アフリー化の推
進

交通バリアフリー事業
計画策定事業
（土木課）

交通バリアフリー基本構想で位置づけた
特定経路について、事業計画策定のた
め、調査や具体的方法の検討、概算事
業費及び事業スケジュールなどを検討
する。

視覚障害者誘導用ブ
ロック等設置事業
（土木課）

主に、美浜、入船、富岡､弁天地区を対
象に整備を進める。

高齢者や障害をもつ人の社会参加を促進するため、車椅子のまま乗車でき
る大型バスを貸し出す。

【主要事業】

施策の内容

社会参加を促進
するサービスの
充実

手話・要約筆記講習会
開催事業
（障害福祉課）

手話・要約筆記を習得してもらうことにより、聴覚障害者への情報保障と社
会参加を促進する。

福祉タクシー利用支援
事業
（高齢者支援課）
（障害福祉課）

歩行困難な高齢者や障害者をもつ人の日常生活での移動の利便と生活圏
を拡大するため、タクシー料金の一部を助成する。

バス利用支援事業
（高齢者支援課）
（障害福祉課）

高齢者や障害者をもつ人の外出機会を支援･促進するためバス回数券を支
給する。

リフト付き大型バス運
行事業
（障害福祉課）

【計画事業】

施策の内容
事業名

（担当課）
３ヵ年の事業概要

事業名
（担当課）

事業概要

計画事業費　29百万円

計画内容

福祉のまちづくりの推
進

交通バリアフリー基本構想で位置づけた新浦安駅周辺の特定経路のうち市道部分を対象に、整
備手法や事業スケジュール等の検討を行い、交通バリアフリー事業計画を策定します。

誰もが安心して移動できるよう、道路空間におけるバリアフリー化を検討し、視覚障害者誘導用ブ
ロックの設置や交差点の段差解消、勾配の緩和などを推進します。

高齢者や障害をもつ人の社会参加を促進するため、送迎サービスなどの充実に努めます。

【施策の体系】

①都市空間のバリアフリー化の推進

②社会参加を促進するサービスの充実

　２）福祉のまちづくりの推進
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